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一般 事 業 主行 動計 画策 定・ 変 更届

届 出年月 日  令 和   7年   3月   3日
都 道府 県労働 局長  殿

(ふ りがな) い)し ゃだんさくらかい
一般 事業 主 の氏名 又 は名 称 医療 法 人社 団 さく ら会

(ふ りがな)    おかだ れんのす け
(法 人 の場合 )代 表者 の氏名 理 事長  岡 田 錬 之介

主 た る 事 業 医療・福祉

住     所  〒15牛 0017
東京都 世 田谷 区世 田谷 1‐ 32‐ 18

電 話 番 号 03‐ 3420‐ 71H

一般 事業 主行 動計 画 を 短 轟 )。 変 更 )し た ので 、次 世代 育成 支援 対策推進 法第 12条 第 1項 又

は第 5項 の規 定 に基 づ き、 下記 の とお り届 け出ます。

1.常 時雇 用 す る労働 者 の数

[晏桂雰縁薯Z簑

記

293人 (う ち有 期 雇 用 労働 者

94人
199人

・ 変 更 )し た 日       令 和

31人 )

２

　

３

一般 事業 主行 動 計画 を

変更 した場合 の変更内容
① 一般事業主行動計画の計
②  目標又は次世代育成支援

計画策定・変更届 の事項
③ その他

⑩ 7年  3月  3日

期
策

変

画

紺

に

間
の 内容 (既 に都 道府 県 労働 局長 に届 け出た一般 事 業 主行 動
更 を及 ぼす よ うな場合 に限 る。 )

令 和 8年  3月  31日4.一 般 事 業 主行 動計 画 の計 画期 間  令 和  7年  4月  1日

5.規 定整備 の状 況

①  有期 雇 用 労働 者 も対 象 に含 めた育児休 業 制度

②  有期雇 用 労働 者 も対象 に含 めた そ の他 の両 立支援 制 度

6,一 般 事 業 主行 動 計 画 を外 部 へ公 表 した 日又 は公 表 予 定 日

8 無 )

無 )

令 和  7年  4月  1日

7.彊

声]身忌写肇]号を含鷲3辞鰍 ろ そ の他 (

12.蛮
筆 疹写 琴季 暦

対策推 進 法第 18条 に基 づ く認 定 (ト ライ くるみ ん認 定 。

(著
q途

井
13.畜

碧 疹写 摩で

対 策 推 進 法 第 15条 の 2に 基 づ く特 例 認 定 (プ ラチ ナ く

(名宅
催 F

))

)

8

9

蓮⊃r喜菫廉層殿冒翠鴇乳      後盈穐海け ② 書面の交付 ③ 電子メールの送信
④ その他の周知方法 (                             )
一般事業主行動計画を定める際に把握 した職業生活と家庭生活との両立に関する状況の分析の概況

① 育児体業等の取得の状況に関す る状況把握・分析の実施

  1 電動  |② 労働時間の状況に関す る状況把握・分析の実施

10,達成 しよ うとす る 目標 の内容 (数 値 目標 で代表的なもののみ を記載。
① 育児体業等の取得 の状況に関す る 目標 の内容

( 男性 の育児休業の取得率を 30%以 上にす る        )
② 労働時間の状況に関す る目標 の内容
( 令和 7年 3月 までに法定外労働 30h/月 を無 くそ う

H。 次世代育成支援対策の内容 (第 二面 。第二面に記載す ること)

認 定 )の
未 定 )

定 )の
未 定 )

の ホ ー ム

一般事業主行動計画の担 当部局名 総務 。人事部

(ふ りがな )

担 当者 の 氏名

とくば ひさし

徳 保  弥



様式第一号 (第 一条及び第二条関係) (第 二面・第二面 )

1

一雇

用

環

境

の

整

備

に

関

す

る

事

項

行 動 計 画 策 定

指 針 の 事 項
次 世 代 育 成 支 援 対 策 の 内 容 と して 定 め た 事 項

（
１
）
妊
娠
中

の
労
働
者

及
び
子
育

て
を
行
う
労
働
者
等

の
職
業
生
活
と
家
庭
生
活
と

の
両
立
等
を
支
援
す

る
た
め

の
雇
用
環
境

の
整
備

ア 妊娠 中や 出産後の女性労働者の健康の確保 に係 る制度の労働者に対す る周知や 情報提供

及び相談体制の整備 、配偶者が流産 。死産 (人 工妊娠 中絶を含む。)し た労働者 が休暇 を

取得 しやすいガ呆―境の整備等の実施

イ 男性 の子育て 目的の休暇の取得促進

ウ 小学校第四学年以降のこどもや孫の子育てのための休暇制度の導入

エ 育児・介護休業法の育児休業制度 を上回 る期間、回数等の休業制度の実施

オ 育児休業制度や短時間勤務制度 を利用 しやす く、育児休業後 に職場復帰 しやす い環境 の

整備 として次のいずれか一つ以上 の 措 置 の 実 施

(ア)男 性の育児休業取得を促進す るための措置の実施

(イ )育 児休業に関す る規定の整備、労働者 の育児休業 中にお ける待遇及び育児 休業後 の

労働条件 に関す る事項 につ い て の周 知

(ウ)育児休業期間中や短時間勤務制度利用中の代替要員の確保や業務内容、業務 体制の見

直 し等

(工)育児体業を している労働者の職業能力の F)f弓 発及び向上のための情報提供

(オl育 児休 業後 にお け る原職又 は原職相 当職へ の復帰 のた めの業務 内容や業 務 体 制 の

見 直 し

∪ 育 児 休 業 等 を取 得 し、又 は子 育 て を行 う労働 者 が就 業 を継 続 し、活 躍 で き る よ う

にす るた め の 、 次 の いず れ か 一 つ 以 上 の 取組 の実 施

『
)女 性 労働 者 に 向 け た 取組

① 若 手 の女 性 労働 者 を対 象 と した 、出産 及 び 子 育 て を経 験 して働 き 続 け る キ

ャ リアイ メー ジ の形 成 を支 援 す るた め の研 修

② 社 内 の ロー ル モ デ ル と女性 労働 者 をマ ッチ ン グ させ 、当該 労働 者 が 働 き続

け て い く上 で の 悩 み や 心 配 事 につ い て相 談 に 乗 り助 言 す る メ ン タ ー と して

継 続 的 に支 援 させ る取 組

③ 従 来 、主 と して 男性 労働 者 が 従 事 して きた職 務 に新 た に女性 労働 者 を積 極

的 に配 置 す る た め の 検 証 や 女 性 労 働 者 に対 す る研 修 等 職 域 拡 大 に 関 す る取

組

④ 管 理 職 の 手 前 の職 階 に あ る女性 労働 者 を対 象 と した 、昇 格 意 欲 の 喚 起 又 は

管 理 職 に必 要 なマ ネ ジ メ ン ト能 力 等 の付 与 の た め の研 修

(イ )子 育 て 中の 労働 者 に 向 け た 取 組

① 育 児 休 業 か らの復 職 後 又 は 子 育 て 中 の 労働 者 を 対 象 と した 能 力 の 向 上 の

た め の 取組 又 は キ ャ リア形 成 を支 援 す るた め の カ ウンセ ジン グ等 の 取組

② 今 後 の キ ャ リア 形 成 の 希 望 に応 じた 両 立 支 援 制 度 の 利 用 や 配 偶 者 との家

事 分 担 等 の検 討 を促 す た め の キ ャ リア研 修 の 実 施

(ウ)管 理 職 に 向 け た 取組 等

① 企 業 トップ 等 に よ る仕 事 と子 育 て の 両 立 の 推 進 及 び 子 育 て 中 の 能 力 発 揮

に 向 けた職 場 風 土 の 改 革 に 関す る研 修 等 の 取 組

② 女性 労働 者 の 育成 に 関す る管 理 職 研 修 等 の 取組

③ 働 き続 け な が ら子 育 て を行 う労 働 者 の キ ャ リア 形 成 の た め に 必 要 な 業 務

体 制 及 び働 き方 の 見 直 し等 に 関す る管 理 職 研 修

④ 育 児 休 業 制 度 や 短 時 間 勤 務 制 度 等 を利 用 して も 中長 期 的 に 処 遇 上 の 差 を

取 り戻 す こ とが 可 能 とな る よ うな 昇 進 基 準 及 び 人 事 評 価 制 度 の 見 直 しに 向

け た 取 組

⑤ 育児 休 業 や 短 時 間 勤 務 制 度 等 の 制 度 利 用 者 の キ ャ リア 形 成・能 力 開発 を行

つ て い く必 要 が あ る こ とや 、 円 滑 な制 度 利 用 の た め に 業 務 を代 替 す る周 囲

の 労 働 者 の 業 務 見 直 しや 評 価 へ の 配 慮 が 求 め られ る こ とに つ い て の 管 理 職

向 け の情 報 提 供 や 研 修 の 実 施

(工)そ の他 環 境 の整 備

各 企 業 にお け る次 世 代 育 成 支 援 対 策 の推 進 体 制 の整 備 を 図 る方 策 と して 、

企 業 トップ に よ る仕 事 と子 育 て の 両 立 支 援 の 推 進 が 重 要 で あ る とい う考 え

方 を 明確 に した強 い メ ッセ ー ジの 発 信



こ どもを 育 て る労働 者 が利 用 で き る次 の いず れ か 一 つ 以 上 の 措 置 の 実施

(ア)小学校就学後の こどもを養育す る労働者 に対す る所定外労働 の制限

(イ)小学校就学後の こどもを養育す る労働者 に対す る短時間勤務制度

(ウ)フ レックス タイム制

(工)始業・終業時刻 の繰上げ又 は繰 下げの制度

(オl在宅勤務等

ク こどもを育て る労働者 が利用できる事業所 内保育施設 の設置及び運営

ケ こどもを育て る労働者 が子育てのためのサー ビスを利用す る際に要す る費 用 の 援 助 の

措 置 の実 施

コ 労働 者 が こ ど もの看 護 等 の た め の休 暇 につ い て 、始 業 の 時刻 か ら連 続 せ ず 、か つ 、

終 業 の 時 刻 ま で連 続 しな い 時 間 単位 で の 取 得 を認 め る等 よ り利 用 しや す い制 度
の導 入

サ
希 望 す る労働 者 に対 す る職 務 や 勤 務 地 等 の 限 定制 度 の 実 施

シ 子育 ての た めに必 要 な時 間帯や 勤務地 に関す る配慮

ス 子 の 心 身 の状 況 や 労働 者 の家 庭 の状 況 に よ り職 業 生 活 と家 庭 生 活 との 両 立 に

支 障 とな る事 情 に配慮 した措 置 の実施

セ 子 育 て を行 う労働 者 の社 宅 へ の 入 居 に 関 す る配 慮 、子 育 て の た め に必 要 な費 用
の貸 付 け の 実 施 な ど子 育 て を しな が ら働 く労 働 者 に配 慮 した 措 置 の 実 施

ツ

一
不妊治療 を受 ける労働者 に配慮 した措置の実施

∪ 育児 。介護休 業法 に基 づ く育児休 業等 、雇用保 険法 に基づ く育児休 業 給 付 、労

働基 準法 に基 づ く産前産 後体 業 な ど諸 制度 の周 知

チ 出 産 や 子 育 て に よ る退 職 者 に つ い て の 再 雇 用 制 度 の 実 施

そ
の

他

(概 要 を記載す ること)

2

最

時間外 。休 日労働 の削減 のための措置の実施

イ 年次有給休暇 の取得の促進 のための措置の実施

ウ 短時間正社員等の多様 な正社員制度 の導入・定着

エ 職場優先 の意識や固定的な性別役割分担意識 の是正のための情報提供・研修 の 実施

オ
子 を養 育す る労働者や 育児休業 中の労働者 の業務 を代替す る労働 者 に対す る心身の健

康への配慮

そ
の

他

(概 要 を記載す ること)

2

世
代
育
成
支
援
対
策
に

(1) 託 児 室・ 授 乳 コー ナ ー や 乳 幼 児 と一 緒 に利 用 で き る トイ レの 設 置 等 の 整 備 や 商

店 街 の 空 き店 舗 等 を活 用 した 託 児 施 設 等 各 種 の 子 育 て 支 援 サ ー ビス の 場 の提

供

(2) 地域 にお いて こ どもの健 全 な育成 のた めの活 動等 を行 うNPO等 へ の労働者
の参加 を支援 す るな ど、 こ ども 。子 育 て に関す る地域 貢 献活 動 の実施

俗) こ ど もが 保 護 者 で あ る労 働 者 の働 い て い る と こ ろ を実 際 に 見 る こ とが で き る
「こ ど も参 観 日」 の 実 施

14) 労働 者 が こ ど も との 交 流 の 時 間 を確 保 し、 家 庭 の 教 育 力 の 向 上 を 図 る た め 、 企

業 内 にお い て 家 庭 教 育 講 座 等 を 地 域 の 教 育 委 員 会 等 と連 携 して 開 設 す る等 の

取組 の 実 施

(5) 若 年 者 に対す るイ ン ター ン シ ップ等 の就 業 体 験機 会 の提 供 、 トライ アル 雇 用等 を

通 じた雇 入 れ 、適 正 な募 集 ・ 採 用機 会 の確 保 そ の他 の雇 用 管 理 の改 善 又 は職 業 訓

練 の推 進

そ
の

他

(概 要 を記載す ること)


